
給水装置工事のチェックシート

サドル穿孔の有無

確認欄 番号 内　　　　　　容

□ 1 サドル穿孔が「有」の場合

※（公財）給水工事技術振興財団が実施している給水装置工事配管技能検定会の合格者または認定協議会が認定した資格（当該財団HP参照）を有するもの。

給水協議の有無

確認欄 番号 内　　　　　　容

□ 1 分岐口径またはメーター口径が４０㎜以上

□ 2 その他必要と認めた場合

〇３階以上へ給水を行う場合

〇総延床面積が２００㎡以上の建築物（一般住宅を除く）

〇受水槽方式または直結・受水槽併用方式を使用する場合

〇開発行為(3000㎡以上)の許可申請をしようとする場合 審査のうえ、都市計画法第32条第1項に係る同意書を交付します。

受水槽・貯水槽の有無

確認欄 番号 内　　　　　　容

□ 1 有効水量が１０㎥以下

□ 2 有効水量が１０㎥を超える

浄水器・活水器の有無

確認欄 番号 内　　　　　　容

□ 1 設置する場合

工事の種類の確認

確認欄 番号 内　　　　　　容

□ 1 新設　（新たに給水装置を設置する工事）

□ 2 改造　（給水管の口径・管種、給水栓の増設等、給水装置の原形を変える工事）

□ 3 撤去　（不要となった給水装置を全部撤去する工事）

貯水槽水道給水開始届

簡易専用水道給水開始届

備　　　　　考

提　　出　　書　　類

提　　出　　書　　類　　（様式）

※受水槽の有効水量が１００㎥を超える場合、あるいは１日最大給水量が２０㎥を超える場合は「専用水道」に該当することがあるので、保健所にご相談ください。

給水工事の申し込みを行う指定工事業者の従業員の中に、

配管技能者証等を有する者がいなければ、工事の申し込みをすることはできません。

給水協議書、計画図面、位置図、写真等

提　　出　　書　　類　　（様式）

浄活水器等の設置に伴う維持管理誓約書



給水装置工事　提出書類　【当初】

番号 確認欄 様　　　　　式 新設 改造 撤去

1 □ 給水装置工事配管技能者資格証の写し △ △ × サドル穿孔がある場合（分岐工事は要市係員立会）

2 □ 給水協議書 △ △ ×

3 □ 簡易専用水道（貯水槽水道）給水開始届 △ △ △

4 □ 浄活水器等の設置に伴う維持管理誓約書 △ △ × 浄活水器等を設置する場合

5 □ 給水装置申込書（別記第１号）

6 □ 給水工事台帳

7 □ 現況写真

8 □ 量水器保管証（別記第３号） △ △ ×

9 □ 給水誓約書（申請者の要押印） 〇 △ ×

10 □ 土地登記簿・売買契約書等（写し） 〇 △ ×

11 □ 法務局備付地図（公図・地積図） ○ △ ×

12 □ 給水装置設置に伴う承諾書 △ △ ×

13 □ 道路使用許可書の写し（警察署）

14 □ 道路掘削許可書の写し（道路管理者）

15 □ 給水装置一部先行工事届出書 △ △ ×

16 □ 給水装置代理人選任届（別記第２号） △ △ ×

17 □ 給水装置総代理人選任届（別記第４号） △ △ ×

【竣工】

番号 確認欄 様　　　　　式 新設 改造 撤去

1 □ 竣工検査申請書（別記第６号）

2 □ 工事写真（工種毎）

3 □ 給水工事台帳 △ △ △

※集合住宅等については、各部屋ごとのメーターの整合チェックを市係員立会のもと実施します。

※竣工検査申請書の提出前に取り付けるメーターの用途種別は「工事及び一時用」となります。

備　　　　　考

備　　　　　考

新設工事：加入金・新設申込手数料

増設・増径工事：加入金は差額のみ。新設申込手数料は増設した場合のみ

必　　須

必　　須

道路を使用する場合

全景・メーター及びメーターボックス状況（新設・改造時は設置予定場所）

所有者等が変更している場合。一次側工事のみの場合は提出不要。

所有者等が変更している場合

土地所有者が確認できない、または所有者が変更している場合

水道事務所の地図と対象地番が異なる場合

分岐承諾書：既設給水管から分岐する場合

土地・構築物使用承諾書：当該地以外（本人所有地含む）を使用する場合

道路工事等の理由で、申請前に先行して施工したい場合

メーターボックス含む全景、メーター配置、水圧試験、残留塩素測定

申請時から変更があった場合（要事前確認）

提出は工事着手まで

該当する場合（給水装置工事のチェックシート参照）

※簡易専用水道の使用を休止または廃止したときは、速やかに「簡易専用水道廃止（休止）届」を市

長に届け出なければならない。

該当する場合


